
 

船舶インシデント調査報告書 

平成２８年１２月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（バッテリ過放電） 

発生日時 平成２８年７月２日 ０８時１０分ごろ 

発生場所 北海道登
のぼり

別
べつ

市登別漁港南西方沖 

 登別港東防波堤灯台から真方位２２３°４.１海里付近 

 （概位 北緯４２°２３.８′ 東経１４１°０７.５′） 

インシデントの概要 プレジャーボート海
うみ

朋
とも

は、釣りをして漂泊中、主機を始動すること

ができなくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成２８年７月４日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 海朋、５トン未満（長さ４.６２ｍ） 

２００－２６８００北海道、個人所有 

乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風速 約４m/s、視程 約５km 

海象：海上 平穏 

インシデントの経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人を乗せ、登別漁港を出港

し、同港南西方沖において主機を停止して漂泊し、釣りを始めた。 

本船は、船長が、主機を始動しようとしたが、セルモータが回ら

ず、運航不能となった。 

船長は、携帯電話で１１８番に通報して救助を要請した。 

本船は、登別市幌別
ほろべつ

町の沖２km 付近で、捜索に当たっていた公益社

団法人日本水難救済会に所属する船に発見され、同船にえい
・ ・

航されて

登別漁港に帰港した。 

本船は、帰港後、バッテリを交換したところ、主機を始動すること

ができた。 

本船は、本インシデント当日が今年初めての運航であった。 

船長は、本インシデント当日、発航前点検を行った際、異常を認め

なかった。 

分析 

 

本船は、登別漁港南西方沖において漂泊中、船長が主機を始動しよ

うとした際、バッテリが過放電していたことから、主機を始動するこ

とができなくなり、運航不能になったものと考えられる。 

本船は、本インシデント当日が今年初めての運航であり、バッテリ

が適切に充電されていなかった可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、登別漁港南西方沖において漂泊中、船

長が主機を始動しようとした際、バッテリが過放電していたため、主



 

機を始動することができなくなったことにより発生したものと考えら

れる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・発航前、バッテリの電圧、液量、液比重等を点検し、適切に充電

されているかどうかを確認すること。 

・充電された予備のバッテリを所持して発航することが望ましい。 

 


